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▮八雲町車両センター

（ 62-2350）

▮八雲町役場建設課車両係

（ 62-2115）

除
雪

12月28日（土）

12月29日（日）

12月30日（月）

12月31日（火）

1月1日（水）

1月2日（木）

1月3日（金）

1月4日（土）

1月5日（日）

  12月27日（金）まで 通常業務

   1月6日（月）から 通常業務

R
U
LE!!

RULE!! RULE!!
RULE!! RULE!!

RULE!!RULE!!
RULE!!

第 460 号

令和 6 年

月発行

INFORMATION

Chapter

4マイナンバーカード

夜間交付受付

INFORMATION

部
だ

支
所

り
よ

落

【発行】

八雲町役場

落部支所

【 TEL 】

（ 0137 ）

67-2231

O
T
O
S
H
IB
E
-S
H
IS
Y
O

N
E
W
S
LE
T
T
E
R

RULE!!

▮本人確認書類

1点でよいもの 2点必要なもの

▮運転免許証・ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ

▮在留ｶｰﾄﾞなど

▮健康保険証・年金手帳

▮医療受給者証・学生証など

3

▮交付通知書1
（ハガキ）

▮通知カード
（お持ちの方のみ）

持参書類等 （ 下記の①＋②＋③ ）

2

1夜間交付受付日時

マイナンバーカード

落部支所12月の

12月10日（火）までに

要予約 19:00 まで

3金

交付通知書（ハガキ）が届いた方で、

日中など受取りが困難な方

毎週水曜日

サポート実施日1. サポート実施時間割（30分毎）

①AM10:00▸

②AM10:30▸

③AM11:00▸

④PM2:30▸

⑤PM3:00▸

⑥PM3:30▸

⑦PM4:00▸

2.

予約（必須）受付3.
前日（火曜日）までに

要予約
0137-67-2231

落部支所にて

受付・実施

１２

12

マイナンバーカード

交付申請サポート

R6.12.2（月）≫ R7.3.31（月）予定

Chapter 2冬期間通行止め区間

令和6年12月2日から

令和7年3月31日（予定）

までの期間、

左記の箇所につきましては、

除雪ができないため

通行止とします。

ご協力のほど、

よろしくお願いします。

Thank you for your cooperation.

のお知らせ

八雲町役場

年末年始業務（休業）のご案内

落部支所も同日程

年
末
年
始

休
業
期
間

辰
令和

6年Year of the Dragon

2024

巳
令和

7年
Year of the Snake

2025

早朝の除雪作業中は、作業員にわかりやすいよう

車のライトを点灯して走行して下さい。

▮東野地区一部、わらび野 ／ ㈱河井工業 （ 66-2211）

▮栄浜地区、落部市街地、入沢地区一部 ／ ㈱神馬組 （ 67-2251）

▮上の湯地区 ／ 清龍園（ 67-2011）

▮落部地区一部（7区・11区他）、入沢地区 ／ ㈲山一産業 （ 67-2419）

▮旭丘地区、東野地区一部、落部川河川敷地雪捨て場 ／ ㈲東和 （ 67-2285）

除雪作業の障害となるものは、

路上に放置しないで下さい。1
道路に面した「さく等」は、

撤去してください。3

道路交通法施行細則第19条道路交通法第76条

▮道路への雪出し禁止規定

Chapter 1除雪作業 ご理解･ご協力を。皆様の

2
4

除雪車通過後に残される雪は、各自で処理されるようお願いします。

特に高齢者の家庭等には、ご近所でのご協力をお願いします。6

各家庭・事業所の雪は、敷地内で処理するか町が指定する雪捨て場所に運んで下さい。

※落部地区の町指定雪捨て場所は落部川河川敷（落部橋から山側）です。

※排雪の中に、ゴミ等が混入している例がありますので、注意して下さい。5

▮落部地区除雪担当区域 ▮除雪に関する問い合わせ先

排雪 駐車
除
雪
作
業
の大敵

道
路
へ
の

路
上
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Chapter 3

出動

15
cm

目安

降雪
猛吹雪の時や夜間の除排雪は非常に危険なため

作業を行いません。ご理解をお願いします。

町では、降雪期間（12月～3月）の町道の交通確保のため、除排雪作業を行います。

出動基準は15cmの降雪を目安に、パトロールを実施して道路状況により作業を行います。

除雪には、限られた人員と除雪車で、効率的な作業が求められ、町民皆様の除雪に対するご理解とご協力が必要です。

特に、車両の路上（違法）駐車は作業の妨げとなります。

また、除雪後の道路への雪出し行為は道幅が狭くなり通行の障害になります。

例年改善されていない状況もあり、今一度以下の事項も含め、

一人ひとりの心がけで交通の安全確保がなされるよう、皆様のご協力をお願いします。

規定危険行為「道路に雪をまき、又は捨てること」交通上の危険・妨害となるおそれがある行為の禁止


